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ヒト肱研究の倫理

玉井真理子l),稲垣かずみl',蔵田伸雄2)

Ethics of humanembryonic stem cell research

信大･医短･紀要
Vo1 26, 2000

報　告

The human embryonic stem cell (hESICell) is produced from a fertilized human egg at

the early embryonic stage. The hES-cell is capable of differentiating itself into any type of

tissue, such as neⅣes and bones. It is very versatile.

The hES-cell by itselrcannot grow to be an individual organismJn other words, it does

not possess totiopotency. However, there exists awide variety of applications withthe hES-

cell. For instance, tissues for transplantation could be mass-produced in a t.est tube.

In December 1998, the Bioethics Committee, an advisory body to the Prime Minister or

Japan, appointedthe Human Embryo Subcommittee. The subcommittee submitted a writ-

ten proposal to regulatethe hESICell research after over one yearof debate. The proposal

states that the hESICell research shall be allowed if and only if a surplus embryo, as a

byproduct offertility treatment, is available and used for research purposes.

The proposal mandates that an informed consent from the embryo donor be obt,ained,

private infわrmation be protected, and the research proposal be examined by two levels or

examination :the committee withina facility wherethe research takes placeand the na-

tional government.

However, the Human Embryo Subcommittee could not, agree on issues of possible com-

mercial uses of the research results and patents. Regulations regarding these issues were

not proposed.

A氏er this proposal was formally madeknown to relevant researchers and research fa-

cilities, research proposals have been submitted by them.

In I.he United States, it was agreed that reaching a nationwide consensus on t.he issue

of the hES-cell research would be impossible. The federal government instead took t,he

stancethat the federal government should show its support or abstentionthrough鮎nding.

me National Institute of Health recently fわrmulated the gu.idelines, the National Institute

of Health Guidelines fわr Research Using Human Pluriopotent Stem Cells, August 25 th,

1 )信州大学医療技術短期大学部心理学研究室; TAMAlMariko, INAGAEI Kazumi, Dept. of Psychology,

School ofAl1ied Medical Sciences, Shinshu Univ.
2 )三重大学人文学部; KURATA Nobuo, Faculty of Humanities and SocialSciences, Mie Univ.



56

2000. According tothe guidelines, the federal丘nancial support is allowed for research using

pre-established hESICells. However, a consensus still has not been reached.

This is a translation ora series of papers published in the Hastings Center Report Vol.

29, No. 2, 1999. The papers were included as a report ofa symposium, in which some mem-

bers of the Gerron Ethics Advisory Board participated, "Symposium : Human Primordial

Stem Cells." It is the translator's hopethat this translation will be used toward furthering

the discussion on the issue of human embryonic research in Japan.
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はじめに

1998年12月に,首相の諮問機関である科学技術会議の生命倫理委員会は,ヒト腔性幹細胞

(human embryonic stem sell-hES細胞)の研究規制について討議するヒト肱研究小委員会

の設置を決めた. hES細胞は,ヒトの受精卵(正確には初期腔)から作られ,神経や骨など

人体のどんな組織にでも分化できる能力(多能性)を持つため, ｢万能細胞｣とも呼ばれる.

それだけでは個体にまで育たない,すなわち全能性はないが,試験管内で移植用の組織を大量

生産するなど,幅広い応用が考えられている.

このヒト肱小委員会が, 1999年2月,利用できるのは不妊治療の過程で生じる余剰豚のみに

限るなどの条件付きでhES細胞研究を認める報告書案をまとめ,幅広い医療応用の可能性を

示した.提供者からのインフォームド･コンセント取得や個人情報保護はもちろん,各研究施

設と国との二重の審査を義務付けるなど,厳格な条件のもとに容認したものであるが,研究成

果の商業利用や特許の扱いについては,意見がまとまらず報告書案には盛り込まれなかった.

この報告書案は,その後生命倫理委員会での審議を経て,正式に関係各方面に通知され,これ

を受けて実際に研究申請もなされはじめている.

クローン技術を使ったヒトの固体産生やヒト卵子への核移植等を禁じる指針は,これに先立

つ同年8月に文部省から関係機関に通知されていた.しかし,ヒトの受精卵を使った研究に関

しては国レベルの規制はなく,日本産科婦人科学会が,不妊治療の研究のためにヒトの受精卵

を利用する場合の倫理規定において, ｢受精後二週間まで｣と期限を定めているのみであった.

イギリス,ドイツ,フランスでは, 90年代前半にヒト肱の研究利用に関する法整備がなされ

ており,いずれの国もクローン,キメラ,ハイブリッドについては一律に禁止している. hES

細胞については,ごく最近その樹立に成功したため,現行法の守備範囲におさまらず,個別に

議論がはじまっている.傾向としては,ヒト肱に関する法律をES細胞研究に適用した場合研

究の進展を阻害すると考える国が多く,各国であらたな規制のもとにES細胞研究を許可しよ

うという動きが顕在化しつつある.一方米国では,この間題について国民全体のコンセンサス

を得ることは不可能であると考え, ｢連邦資金援助の可否｣という形で国の態度を示してきた.
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最近の動きとしては,米国国立衛生研究所のヒト旺研究に関するガイドライン(National In-

stitutes of Health Guidelines for Research Using Human Pluripotent Stem Cells, 2000年8

月25日)が,すでに樹立されたhES細胞を利用した研究への連邦資金援助を認めているが,

いまだコンセンサスは得られていない.

そもそもなぜわが国を含め各国でにわかにこの間題が浮上したのかといえば,それは1998年

11月に,米国の研究グループがヒトの体外受精卵からhES細胞を樹立したと発表したことが

発端である.これは, Wisconsin大学のThomsonらが,ゲロン(Geron)社からの資金援助

を受けて行ったものである.施設は, NIHの研究費で行っている研究とは別棟で,設備･装

置･人員等もすべて公的研究助成から独立していたという.

根強い反対論があるために国全体としての方針を統一することが出来ず,ヒト旺研究に対し

て少なくとも連邦からの資金援助は行わないという苦肉の策をとってきた米国において,民間

の資金によってヒト肱性肝細胞樹立が成し遂げられたのである.こうした社会的背景もあって

か,ゲロン社は独自の倫理審査機構をつくり,倫理面での配慮を強調している.

本稿は, 1999年発行のヘイスティングス･センター･レポート(HastingsCenterReport)

29巻2号に,ゲロン社の倫理審査機構のメンバーも参加して行われたシンポジウム(Sympo-

sium :human primordial stem cells)の記録として掲載された一連の論文の抄訳を,今後も

続くであろうわが国におけるヒト旺研究の議論に資する目的で紹介するものである.

[抄訳]ヒト腔性幹細胞研究:倫理的考察(訳:蔵田伸雄)

原題: Research with Human Embryonic Stem Cells : EthicalConsideration

%% : Geron Ethics Advisory Board (Karen Labacqz (Chair), Michael M. Mendiola, Ted Pe-

ters, Emle W. D. Young, and Laurie Zoloth-Dorfman)

出典: Hastings CenterReport, 29 (2) : 31-36, 1999

肱性幹細胞研究について

ゲロン(Geron)社は1998年に,ヘルスケア倫理について幅広い経験を持ち,様々な哲学的･

神学的伝統を代弁するメンバーからなる倫理諮問委員会を設立した.この委員会はゲロン社と

は独立した機関として機能し,ゲロン社が資金を出す仕事の倫理的側面についてゲロン社の諮

問を受け,社に助言を与えている.この委員会のメンバーは,ゲロン社とは金銭的利害関係を

持たない.

ゲロン倫理諮問委員会は,ヒト脹性幹細胞研究を倫理的に行うことは可能であるという判断

を全員一致で下した.現在の状況でこのような研究を倫理的に行うには,いくつかの条件をみ

たさなければならない.またこの研究によって生じる,広範囲の複雑な倫理問題について,さ

らに公共的な議論を行う必要がある.

その条件とは,

1.肱盤胞を処理する際には,初期の胎児組織にふさわしくそれを尊重しなければならない.

2.体外受精の過程で生み出される肱盤胞を提供する女性または夫婦は,肱盤胞組織から得ら
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れる細胞の研究と培養に対して,十分な説明を受けた上でそれに同意していなければなら

ない.

3.研究にはヒトの生殖目的でのクローニング,子宮への移植,キメラの産生が含まれないこ

と.

4.試験管内でのhES細胞の成長に必要な培養層(feederlayer)の獲得と培養に際して,ヒ

トあるいは動物を対象とする研究に関する,一般的に容認された規範を侵してはならな

い.

5.研究はすべて世界的な正義を考慮に入れて行わなければならない.

6.このような研究はすべて,組織内倫理委員会だけでなく,組織とは独立した倫理諮問委員

会による承認も受けるべきである.

1998年11月5日にゲロン社はゲロン社と共同研究を行っている科学者たちが,ヒトの肱性幹

細胞(以下｢hES細胞｣と略)の培養に成功したと発表した. hES細胞は多能性(ヒトの様々

なタイプの細胞の前身になりうること)と不滅性(immortal:培養しても変化せず無限に再

生する性質)を持つので,これは科学研究の大きなブレークスルーであり,また組織移植,節

薬検査,そして胎児研究を大きく前進させる可能性がある.

11月の発表に先立って,ゲロン社倫理諮問委員会はヒト肱性幹細胞研究のガイドラインとし

て, ｢ヒト旺性幹細胞に関する声明｣を発表した.本稿はこの声明の根拠と,この声明に至る

倫理的推論について述べるものである.

倫理諮問委員会(Ethics Advisory Board,以下｢EAB｣と略)はゲロン社及び他の組織に

よるヒト旺性幹細胞研究をいわば白紙容認するものではない. EABはこの研究を倫理的に行

うことができることを全員一致で肯定したが,それはいくつかの条件を満たすことを条件とし

てである.委員会の最初の仕事は,そのような条件を具体的にあげていくことであった.ゲロ

ン社の仕事をそのような条件に照らして評価していくことが, EABの今後の仕事になるだろ

う.またEABはヒト肱性生殖細胞(hEG)研究の倫理問題に関する準備的な考察も行うこと

になるだろう.

さらにEABはこのような研究から生じる複雑な倫理問題に関して公共的議論を継続して行

う必要があることを認識しているし,それを促すものである.よってこの声明とそれに伴う本

論は, EABの立場を最初に明示したものとしてだけでなく,公共的な議論に貢献し,それを

促すための努力とみなしてもらいたい.私たちは本稿の最後で,さらに今後考察するべき問題

を列挙しておく.

1.月杢盤胞を処理する際には,初期の胎児組織にふさわしくそれを尊重しなけれ

ばならない

肱盤胞は胎児になる部分と,胎盤になる部分からなり,そのうち胎児になる部分が研究に用

いられるので,倫理問題の中心となるのは肱盤胞の道徳的地位の問題である.

道徳的地位の問題とは,何かが道徳的考慮の対象とされる資格を得るのに必要な性質や特徴

をもっているかという問題である.道徳的地位をもつものは,道徳的地位をもたないものと
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は,異なる扱いを受ける. EABは,肱盤胞には道徳的地位があるので尊重されなければなら

ないと主張する.

肱盤胞にはいかなる道徳的地位があるという問題は,政治的･宗教的･倫理的問題である.

そしてこの間題についての意見に実質的な相違があるのは,生物学的解釈の相違によるだけで

なく,哲学的.宗教的な考え方の相違のためでもある.受胎が重要だと考える論者もいれば,

(後に脊髄となる)原始線条の発達が決定的な重要性をもつと考える論者もいるし,道徳的地

位にとっては着床の時点が重要だと考える論者もいる.

この間題に関する諸文献を調査すると,テッド･ピータース(TedPeters)は,ダニエル･

キャラハン(Daniel Callahan)にならって三つの基本的な考え方を挙げている.最初に｢遺

伝派(衰neticschool)｣がある.遺伝派は遺伝的始まりの時点,つまりヒト個体のゲノムが決

定される時点である受胎の時点でヒトの人格性が始まり,その時点から道徳的地位と尊厳を要

求できるとしている.この学派によれば,道徳的地位の判断基準はヒト生命における特定の時

点に結びついていることになる.次に｢発達派(deuelopmental school)｣はヒトの生命は受

胎の瞬間に始まることは認めるものの,ヒトの｢格性(human personhood)｣と｢道徳的地

位(fiLll moralstatus) ｣はもっと後になってから発達すると考えている.この学派によれば,

道徳的地位は発達していくものとして理解されることになる.つまり接合子が肱盤胞から胎児

になるにつれて,道徳的地位も高まっていくことになる(もっとも,正確にはいつから道徳的

地位を認めることができるかのということは,論者によって異なるが).第三の立場は｢社会

的帰結派(social consequences school)｣である.ヒトの人格性とは過程であり,時間をかけ

て成立するものだと考える点では, ｢社会的帰結派｣の考え方は｢発達派｣の考え方と同じで

ある.しかし｢社会的帰結派｣は,人格はある特定の時点に成立するという考え方を否定する.

｢人格｣とは生物学的事実ではなく,社会的に構成された規範に基づく定義によるものなので

ある.

NIHのヒト肱研究委員会(National Institutes of Health Human Embryo Research

Panel)の議論は,いつ道徳的地位が得られるかという時間の問題ではなく,決定のための判

断基準に焦点がある.この委員会はその議論の中で,二つのアプローチがあると述べている.

第一のアプローチによれば,道徳的人格性を構成する判断基準は一つだということになるが,

第二の｢複数主義的(pluralistic)｣アプローチによれば,多くの異なる相互に作用する判断

基準がある.この委員会は以下のように述べている.

複数主義的なアプローチが考慮する性質の中には,単一の判断基準についての議論で述べら

れている性質もある.具体的には遺伝的な唯一性,発達の可能性,感覚可能性,脳の活動,認

知能力の発達過程などである.言及されることのある他の性質には,ヒ1､の形,母胎外生存可

能性, (母親であれ,他の人であれ)他の人とどの程度関係しているか,などである.これら

の性質のいずれも,単独では人格性の成立には不十分でであるとはいえ,道徳的地位はある存

在の中でこういった性質が発達するにつれて向上するのであり,そしてある時点で,十分な,

そして同等の保護を必要とすることになる.

この委員会はこの二つのアプローチのうち,複数主義的アプローチの方が適当であり,道徳
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的地位(そして保護可能性を)は発達するものだと見なして,誕生の時点で十分かつ幼児と同

等の人格性が設立すると主張している.

こういった豊かな哲学的･神学的な考察を踏まえて, EABは道徳的地位を発達的だと考

え,かつ複数主義的アプローチに同意するものである.発達主義的な見解はユダヤ的な伝統,

そして(バチカンは違うものの)多くのローマ･カトリックの見解,さらにプロテスタントの

大多数と一一一致し,さらに胎児に発達の異なる段階で異なる保護を与える法的伝統とも一致して

いる.

人間の生命に対する尊重という基本原則は,人間の発達段階の全段階であてはまると私たち

は考えている.そして私たちが肯定する発達主義的な見解では,尊重の原則を無視できる場合

もあるということにはならない.発達主義的な見解が意味しているのは,異なる発達段階で

は,異なる配慮が必要となり,異なる義務が要求されるということである.例えば,リサ･ソ

ウル･キヤヒル(Lisa Sowle Cahill)は以下のように主張している. ｢受胎の瞬間から,何ら

かの(人間の生命)が存在することを疑う人はまずいない.重要な問題は,受胎の瞬間,ある

いはその後の妊娠中のある時点で,その生命が幼児と同じだけの尊重と保護に値するようにな

るのかという問題である.｣例えば,感覚能力があることが証明されれば,尊重するなら苦痛

を最小化しなければならないことになる. ES細胞のような初期の肱組織には感覚能力はない

ので,この苦痛の最大化は当てはまらない.むしろ初期の肱組織に対する尊重は,人間の苦痛

の減少といった実質的な価値を伴う研究において,組織が確実に注意深く用いられることに

よって示される. hES細胞研究の目的,つまり人の発達に関する知識の増加と,また苦痛を

緩和するような医学的･薬学的利用への貢献には,このような実質的価値があると私たちは信

じている.

細胞の第二の獲得源は,選択的中絶後の,初期胎児の組織から取られた配偶子(gamete-

ridge)組織から得られるヒト附生生殖細胞(hEG)である.この細胞は, hES細胞に対して

用いられる方法と似てはいるが異なる方法を用いて培養され,そして多能性と不死性の二つの

性質も持つと考えられている.しかしこの研究には,初期肱を用いた研究とは異なる倫理的問

題がある.この組織は(死体の組織が採取されるのと同じように)受胎後八週間以内に中絶さ

れた胎児から採取される.この議論で問題になるのは,中絶を殺人と考える人もいれば,中絶

は認められていると考える人もいる(そして法によって認められてもいる)社会の中で,中絶

後に採集された組織の使用を合法化できるかということである.

以上のような予備的な考察によって, hEGについても,少なくとも以下のことは明らかに

なった.第一に,この研究活動によって胎児が殺されることはないという点で,メンバー全員

の意見は一致した.第二に,生命を救うという道徳的義務は,死者の組織の利用を正当化し,

このような研究を正当化する強力な根拠となること.第三に,死者の組織は尊重の念とともに

扱う必要があり,死んだ胎児の組織の場合もそれと同じであること.尊重するとは,組織が採

集され,使用されるときには,内密に,かつ尊厳を認められて扱われるということになるだろ

う.最後にインフォームド･コンセントは, hES研究の場合と同じくらい厳格に必要とされ

ることになるだろう(hES研究のためのインフォームド･コンセントについては以下を見
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よ).

2.体外受精の過程で生み出される腔盤胞を提供する女性または夫婦は,腫盤胞

組織から得られる細胞の研究と培養に対してT　十分な説明を受けた上でそれ

に同意していなければならない

ヒト旺性幹細胞は医療目的でつくられた胎児から得られて,しかる後に研究Jj的で提供され

る.そのため,その提供に関して女性と夫婦が与える同意の性格と性質には,倫理的に重要な

意味がある.道徳的地位の問題に関する文献と同様に,同意と拒絶に関しても膨大な数の倫理

的･法的文献がある.研究目的での肱組織研究に対する同意が有効であるために必要な条件は

何だろうか.

トム･ビーチヤム(TomBeauchamp)とジェームス･チルドレス(JamesChildress)は,

インフォームド･コンセントの核となる意味は,医療上の介入と研究の参加に対する｢自発的

な許可｣だと主張している. ｢患者,あるいは被験者が実質的な理解を持ち,実質的に他人の

コントロールがない状態で,専門家が何かをする権限を,患者･被験者が意図的に与える場合

にのみ｣インフォームド･コンセントは成立する.このようにインフォームド･コンセント,

あるいは拒絶では,専門家が患者にどのような情報を開示するのかということだけでなく,自

発的な許可に必要な条件がみたされているかどうかも問題になる.すなわち同意は自発的にな

されたか,実質的な理解はあったか,そして支配的な影響はなかったか,ということである.

インフォームド･コンセントによって表現される,研究への参加を決定する権限は被験者にあ

り,それは被験者自身によって行使されなければならない.

したがって体外受精という,臨床目的での旺利用に対する同意は,研究と細胞成育に対する

同意としては十分ではない.研究目的での使用に対して,明確な同意が与えられなければなら

ない.私たちの意見は, ｢営利目的であれ,非営利目的であれ,研究を目的とする場合には,

その資料が用いられる人には,それが研究目的で用いられることを知り,さらにそれに同意を

与える権利がある｣という点で,アーサー･カプラン(Arthur Caplan)の意見と一致する.

特に身体組織が営利目的で用いられる場合には,公正と人格の尊重という観点からは,患者に

は,自分の組織と細胞の使用に関する明確な情報を提供しなければならないということには,

他の論者たちも同意している.このような理由で,この研究に肱を提供する女性または夫婦

は,研究の性格についてはっきりと理解していなければならないし,また研究に商業的な意味

があるかどうかも理解していなければならないし,仮に商業的な意味があるなら,肱細胞から

得られた組織に対する所有権はあるのかどうかということも理解していなければならない,と

いう結論をEABは出した.

それ以上に,体外受精の過程における胎児提供がおかれた状況のため,注意深い同意を得る

必要性はさらに重要なものとなる.体外受精の過程は,しばしば肉体的な苦痛を伴い,感情面

でも負担が多く,経済的にも高価なものとなる.こういった要素のために,体外受精の患者は

さらに弱者となる.このように患者が弱者となりうるということのために,研究者は,患者に

対して支配的かつ強制的な影響を与えないように,注意深く持続的に努力する必要がある.治
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癖的研究への参加に同意した患者たちに関する最近の研究では,医師の推奨は,患者が研究の

被験者となることを決定する際の強力な要因となっていることが明らかとなっている.治療的

研究への参加という状況は,体外受精の際のhES細胞研究-の腔の提供という状況とは明確

に異なっている.この分脈では,同意は｢二重に分離されている｣のである.まず女性･夫婦

は研究に同意しているわけではなく,さらに研究は自分の身体や人格を含まない.それにもか

かわらず,体外受精の状況では研究者が信頼されているために,その信頼が研究者の利益にな

るように操作されて被験者が不当な影響を受けることを警戒しなければならない.さらに研究

は患者自身の身体を対象とはしないが,研究には自分の子どもとなりうる存在を含むのであ

り,それもこの研究で考慮しなければならない要素となる.

またインフォームド･コンセントには, ｢実質的な理解｣も必要となる.そのためEABは

hES細胞研究のための腔提供という文脈では,いくつかの情報が必要になると考える.第一

に,得られたhES細胞には重要な市場価値があるかもしれないので,提供者はその市場価値

について理解していなければならない.第二に,提供者には,組織に対する所有権があるかど

うかに関する助言を与えなければならない.実質的な理解を得るためには,時間をかけて信頼

を醸成する必要があり,これは確かに困難な要求ではあるが,研究を倫理的に行うためには,

研究の全段階において是非とも必要とされることである.また捷供者が同意するだけでなく,

拒絶もできるような真の自由を確保するためには,提供者から質問をひさだし,それに答える

のに十分な時間が必要になる.

考察の過程で,私たちは研究のために陸を提供することに関する同意を得るために用いられ

るフォームの典型例を検討した.このフォームでは,以下のことがはっきりと述べられてい

る. ｢本研究のために提供された肱から得られた細胞は,この研究が成功した場合には,臨床

的･商業的な価値を持つことになる.｣さらに以下のようにも述べられている.

このク醗穿ばあ77j:カの斎癖にとってfIJ題にをるあのではを(, ffrあを71-がこの研究によっで

犀藤野をfIJ益を得ることあ凌いでLよう. ffrあを71-の潜虜にノ野わっている医師･鹿床医がこ

の研究によって産藤野を御題を得ることるありfせ/U.このW発を行っているW死者は,この

研究によって得られる｣鯨床ノ野･膚■者09m盾から産済GgをfI/題を得ることにをるカーもLれませ

/U.この研究で得られる舶ば,カTj 7オルニア/･//,メンp-パークにあるデUン雀と,jI一存す

ることに7?クます.グUン裡嫁.このW発で得られる戯瀞を威■穿L,ノ酪床Ggに鮒することに

よって,産済ノ野を卿益を得ることにをるかめLれiせ/U.

この明確な記述は,同意書には不可欠な経済的な情報の提供をうまく表現している.

3.研究にはと卜の生殖目的でのクローニング.子宮への移植T　キメラの産生が

含まれないこと

ゲロン社の代表者はEABに,ゲロン社のhES (hEG)細胞研究の目的はヒトの生殖ではな

いとはっきり述べた.この研究から生きているものを生みだそうとするなら,多くの倫理問題

が生じることになる.特に生まれてくる子や,親となる女性や夫婦に対する危害,そして遺伝

子操作によって人類共同体全体に対して加えることになるかもしれない危害である.ゲロン社



ヒト旺研究の倫理 63

はこのようなことをしているわけではなく,またそのようなことをしないとはっきり述べてい

るので, EABはこの間題をさらに評価するためにこれをとりあげることはしなかった.万が

一ゲロン社がこのような活動を始めることがあれば, EABは必要な倫理的分析を行うだろ

う.

4.試験管内でのhES細胞の成長に必要な培養層(feeder layer)の獲得と培養

(development)に際して,ヒトあるいは動物を対象とする研究に関する,
一般的に容認された規範を侵してはならない

hES細胞を未分化の状態にしておくには,この細胞をfeeder layerと呼ばれる栄養分の上

で,培養し保存しておかなければならない.現在では放射線を照射したマウスの旺繊維芽細胞

(embryonic rlbroblast)が用いられているが,将来他の組織が用いられるようになる可能性

もある. feeder layerの特待と培養は, feeder layerの獲得源に対応する研究上の規範に従っ

ていなければならない.

ゲロン社はマウスの肱細胞を用いているが,これは動物組織の使用としては倫理的だと判断

されると思われる.この研究には,大きな治療的価値があるだろう.さらにマウスの肱は感覚

可能性(痛みを経験するという能力)やその他の,有機的動物の存在及び活動の基準をみたさ

ない.だが私たちほ動物の福祉に今後も配慮することを要求する.

5.研究はすべて世界的な正義を考慮に入れて行わなければならない.

hES細胞研究を正当化する主要な根拠の一つは,それによって得られる恩恵である.つま

り人間の苦痛を取り除き,健康と幸福を促進する可能性があるということである.しかし行為

を恩恵に基づいて正当化することが道徳的に有意義となるのは,それを必要とする人々が実際

にそのような恩恵にあずかることができるという条件がみたされる場合だけである.そのため

正当化が信頼に価するものとなるのは, ｢私たちの社会性と,私たちはみな病気にかかり,死

ぬということの理解｣に基づく,正義に対するコミットメントにその正当化が結びついている

ときだけである. EABは公衆衛生における社会的正義についての問題は,特に重要だと考え

る.こうしてEABの判断では,研究の進展において,治療へのアクセスと治療の配分に対す

る注意を払わなければならない.

ゲロン社の研究については,二つの特徴を原因として,正当なアクセスへのコミットメント

は特に困難なものとなっている.第一に,この研究は私企業によって行われている.つまり市

場の圧力,製品の特許,株主や投資家の利害,そして利益の考慮のもとで研究が行われてい

る.これらの種々の利害は,治療への平等なアクセスと競合することになるかもしれないが,

しかしそれを治療へのアクセスよりも重視してはならない.第二に,この研究は高度な技術を

必要として費用がかさむことである.世界のことは勿論のこと,アメリカにおいても,保険に

入っている患者,そして保険の付け高が足りない患者,さらに保険に入っていない患者に対し

ても十分なアクセスを保障することは,倫理的にも経済的にも困難なことだろう. EABはゲ

ロン社とともに,この間題への取り組みを続ける.
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6.このような研究はすべて.組織内倫理委員会だけでなく.組織とは独立した

倫理諮問委員会による承認も受けるべきである

ゲロン杜は始めにEABを設立した. hES研究にはすでに生じている問題と,これから生じ

るであろう倫理的問題があるので, EABは倫理的分析と諮問のための独立した委員会の必要

性を再確認しておきたい.さらに被験者の保護のために,企画されている研究はIRB (組織

内倫理委員会)による調査を受け,承認される必要があるだろう.

*諸問題についてさらに考察する必要がある

先に述べたように, EABはこの新しい研究領域に関連する広範囲の問題に関する公共的な

議論がなされることを望んでいる.私たちの議論を通じて浮かび上がってきたが,本論では検

討されなかった問題としては以下のものがある.

1.胎児組織及び旺組織の処理についての支配権を誰が行使するべきか?インフォームド･コ

ンセントに関する議論では, ｢女性｣と｢夫婦｣との両方に言及した.誰が同意･拒絶す

るのかということが問題になるだろう.

2.企業と倫理学者との関係はどのようなものなのか.どういう人が倫理委員会を構成して,

誰が委員を務めればいいのか.そしてどのような条件で委員になるのか(報酬を受けるの

か,それともストック･オプションを条件とするのか)

3.先に述べように,私企業も参加する研究において,世界的な正義と公正な配分についての

困難な問題にどのように対処すればいいのか.

4.多様な社会であり,また妥当な規範についても,根の深い意見の相違があることも多い社

会の中で,コンセンサスはいかなる役割を果たすのか.差異を尊重し,道徳上の意見が実

質的に一致しないことを認めつつ,公共の議論と意思決定のための言語を育てていくには

どうすればいいのか.

[抄訳]シャーレの中身は何? (釈:稲垣かずみ)

原題: What's in the Dish?

筆者:グレン･マクギ- (GlennMcGee),アーサー･カプラン(ArthurLCaplan)

出典: Hastings Center Report, 29(2) : 36-38, 1999

サイエンス誌でも報じられたように,既に細胞系の分離と樹立は成功している.幹細胞研究

は,組織移植や遺伝子治療,医薬品の開発,ヒト胎生学といった関連分野にも副次的効果を持

つものとして医学上有望だが,道徳的問題もはらむ.研究が発展し,国民から支持され,その

利益と費用が公平に分配されるには,政府による憤重な監督が必要だろう.ゲロン社の倫理諮

問委員会のこうした結論に異論はない.しかし,企業主体の科学を生命倫理の面から検討して

いくことも,幹細胞研究の道徳的分析を促すことも,容易ではない.ゲロン委員会の報告書に

は,ヒトの幹細胞の道徳的地位を巡る微妙な問題を子細に論じてはしかった.
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ゲロン報告書は,肱盤胞から採取された細胞の幹細胞研究と,流産児(abortus)の組織を

用いた幹細胞研究を区別している.しかし,委員会の前者を擁護する論拠は十分ではない.戟

告書は,人の道徳的地位,ひいては発育過程にある肱と胎児に対する私たちの責任は,その発

育と共に高まると主張する.肱は人に近づくにつれて地位が高まり,肱盤胞への移行は重要な

一歩だとする, ｢発育的｣アプローチである.これは,道徳的地位を科学的に確認可能な発育

に結びつけるものだ.存在物が権利や道徳的地位を持つかどうかを決定する上で,能力と可能

性が重要だと認め,人格を備えた人-と｢向かう｣素材と,人格を備えた人の要素をいくつか

持っているにすぎない素材を区別している.また,生体内の組織と凍結保存された組織も区別

する.特に,それ自体が最終目的である素材と,目的に達する手段にすぎない素材を区別す

る, ｢発端｣の概念という点で,重要なアプローチだ.

道徳的地位と文脈

しかし,発育を道徳的指標とするゲロン委員会の考え方では,幹細胞を巡る道徳問題は解決

できない.それどころか概念上の混乱さえ見られる.ヒトの肱性幹細胞(hES)など生殖関係

の研究は,肱の定義を複雑にした.私たちが｢シャーレの中身は何?｣と呼ぶ,この間題に

は, 2つの側面がある.

第一に,ドナー配偶子の選別,膳帯血銀行,生殖細胞や腔の着床前遺伝子診断,遺伝子治療

などで明らかなように,ヒトの生殖細胞と旺/胎児組織を通常の環境から切り離すことが可能

になった.通常の環境を離れた細胞は,文脈次第でいろいろな意味を持つ.

肱盤胞から採取され,通常の生殖場面から切り離されたhESは,ありとあらゆる系統の細

胞を作り出すことができるという.着床を目的とする肱のクローニングによって肱盤胞が作ら

れるようになれば,既製のhESから子どもが生まれるかもしれない.ヒトの体内でのみ有用

だった組織が,体外でも有用になるのだ.体内での肱の地位は,子宮の外での地位の指標にす

ぎなくなる.また, hES由来の組織や細胞を作るために,胎児や肱を破壊する必要がなくな

る.従って体外に存在する組織の道徳的地位と,その生成の際に破壊される組織の道徳的地位

を同列に論じることはできなくなる.

第二に,産科学と新生児学でいう臨床上の生存能力は,肱や胎児の道徳的地位の決定に重要

な役割を担うが,それはあいまいな役割でもある.産科学が進歩すればするほど胎児の生存能

力は高まり,ひいては人間社会における胎児の地位が高まるからだ.生存能力は,受胎と出産

がある状況下で可能かどうかの基準だ.私たちが胎児と肱の発育を,そして生殖細胞と幹細胞

の可能性を把握できるのは,生殖活動の管理という文脈に限られているのだ.

新しい技術は肱や組織,細胞,胎児を私たちが望む方向に変え,生存能力の概念を変える.

体細胞が除核卵に移植され,核を再形成した合成卵が着床し,流産の確率が｢通常の｣腔と同

程度の場合,受胎は行われなくても生存能力を持つと,実際,肱だと,言えるかもしれない.

そのような肱から生まれたものも,子どもである.しかしここで問題なのは,肱の科学分析や

胎児の発育からは,新技術をどうすべきか論じられないことだ.肱や胎児とは何か,が変わり

つつある.
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ゲロン委員会は,発育と道徳的地位の関係を引き合いに出して,病気の治療に利用できる組

織と利用できない組織を区別するが,上述のように,この方法は,肱や胎児の破壊が関係しな

い限り明確な｢発端｣が存在しないという点で難がある.さらに, NIHの｢ヒトの旺･受精

卵研究に関する委員会｣と妊娠中絶判例法は,幹細胞ではなく,腔の道徳的地位が発育によっ

てどう説明されるかを問題にしている.通常の範噂にない陰性幹細胞の,多能性その他の側面

の意味について述べたものは少なく,神学文献も手助けにはならない.従って,胎児組織由来

でないhES細胞系に独立した道徳的地位はないとするゲロン委員会の声明は,説得力に欠け

る.

次に来るものは?

ゲロン委員会は, hES細胞は他の｢重要な価値｣以上に尊重されることはないと結論づけ

た.目的がそのような価値に相応しいなら, hES細胞系を作ったり破壊することができると

いう.しかしhES細胞系の地位は発育能力によって決められないのだから,他の｢重要な価

値｣を持ち出しても意味がないのではないだろうか.

発育上の地位と道徳的地位が無関係なら,この研究分野の指針をどう打ち出すべきか?　私

たちはまず初めに,生殖素材の定義と生殖活動の意味の変化について,慎重に,かつ根本から

考えなければならない.それには党派を超え,神学面も交えた広範な議論と,包括的な教育が

必要だ.ゲロン報告書は,それ自体は包括的な見解を提示していないにしても,そのような動

きの出発点である.

[抄訳]財産.子孫,そして特許(釈:稲垣かずみ)

原題: Property, Progeny, and Patents

筆者:ロリ･P･ノールズ(LoriP.Knowles)

出典: Hastings Center Report, 29 (2) : 38-40, 1999

ヒトの降性幹細胞(hES)の医学利用の可能性が巻き起こした興奮は,ヒト組織の科学的利

用と商業的搾取という重要な問題をあいまいにした.旺性幹細胞研究に資金を出しているゲロ

ン社は,その倫理諮問委員会の報告書で,幹細胞の分類･管理･商業化の懸念について,何ら

発展的なことも述べていない.研究用に組織を提供する個人の利他主義と,企業が金の卵であ

る研究の財産権を主張しやすい現在の特許制度の相克を強調しているだけだ.

分轄と管理

ヒトの陸が最初に体外で生み出され,保存されて以来,法はこれを類別しようとしてきた.

法によれば,有形物とは人か財産で,両方ということはあり得ない.財産権を持つ人は,法の

範囲内でその財産を自由にできる.自分の体から採取された組織に対する財産権の有無は,特

に生殖組織の場合,議論の的だ.そして組織の所有者が決まれば,当然,その利用を管理する

者も決まる.
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中絶支持派は,胎児または肱が女性の体内にあることがこの間題を解く鍵だと主張する.胎

児組織を研究に利用する場合,女性の同意が必要なのは,彼女と彼女に由来する組織につなが

りがあるからだ.しかし凍結肱は女性の体外にあるため,決定権は男女双方にある.

米国の法廷は,肱が人格を備えた人なのか,財産なのか,明確な定義を避けつつ,カップル

に凍結肱の処分権,すなわち財産権を与えている.ゲロン委員会のアプローチも同様で,カッ

プルに肱についての意思決定権を与えているが,豚の法的分類にはあまり触れていない.

肱を道徳的人格とはみなさないゲロン委員会は,凍結肱についても法的人格とみなさないだ

ろう.人でないなら,遺伝的つながりを持つ提供者の財産となるが,同委員会は,旺組織は人

体の他の組織とは違い｢潜在的な子孫｣とみなすことが可能だとする.しかし,旺性幹細胞の

財産権の有無について提供者に助言しなければならないとも言う.それならば｢財産｣だ.企

業や研究者も,ヒト組織を財産のごとく利用し,所有し,売買している.

財産であれ,人格を備えた人であれ,子孫であれ,カップルと肱のつながりを認めるのな

ら,研究利用には同意が必要だ.中には宗教的･文化的理由から,組織を研究に利用されたく

ない人もいるだろう.科学の発展には寄与したいが,企業を儲けさせるのは嫌な人は多いの

で,研究が営利目的かどうかを明確にすることも重要だ.

問題は,誰が商業的利益を得るのかである.ゲロン委員会は,研究用hESの提供者に｢(価

胞系)組織の財産権(の有無)について助言しなければならない｣とするが,誰が助言するの

か,どのような内容か,はっきりしない.えてして企業や研究者は,提供者に向かって,権利

がないと言うものだ.

商業化:誰が利益を得る?

hES研究の場合,誰が特許の商業的･医学的恩恵にあずかれるかが問題だ.医師や研究者,

バイオ企業は,ヒト組織研究の産物から経済的利益を得られるが,提供者だけはその恩恵にあ

ずかれない.ヒト組織から利益を得たり,これを売ることを提供者に認めると,科学情報の自

由な交流が妨げられるというのだ.企業は,特許は｢所有権｣よりも限定的な財産権だと主張

するが,アクセスと利用を独占的に管理する特許権こそ,科学情報の自由な交流を制限するも

のだろう.

ゲロン社は,細胞を道徳的に利用する研究者のみが,厳しい譲渡合意に基づいて細胞を入手

できるようにすると言う.しかしこれは企業の管理を強調するだけで,細胞へのアクセスを巡

る懸念は消えない.

人体の市場化と生殖の商業化を恐れる人は,カップルは肱を売るべきではないと言う.肱研

究における提供者の利益の否定も同じ論理だ.しかし財産法によれば,財産の販売は,商業的

利益を主張する人の身分ではなく,財産の性質によって制限される.従って,肱というものの

商業化が間違いだというのなら,それは誰にとっても間違いなのだ.企業と科学者には経済的

利益を認めておきながら,カップルに利他的行動を強要するのは矛盾している.

この不公平の是正策としては,商業目的のヒト組織の特許を認めないか,旺研究で利益を得

ることを全ての人に認める方法がある.しかし,前者では医学研究への民間の資金提供が途絶
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えるし,後者は利他主義を損なう.

第3の方法は,肱を提供した人を称え,科学の発展に寄与する研究に報いる一方で,必要と

あれば研究治療の恩恵にあずかれるようにして,利他主義と,医学的に有意義な研究を奨励す

るというものだ.研究目的の細胞へのアクセスを認め,製品の価格設定を抑えるよう,特許手

続きを規制するのだ.カナダの特許医薬品価格審査委員会(Patented Medicine Prices Review

Board)のような組織を設置するのも一考だ.

医学的恩恵

ゲロン社にとって,幹細胞研究の成果へのアクセスが制限されることは大きな問題だ.民間

企業の研究成果の公正な配分については,特許が取得される前に十分検討すべきだが,研究が

かなり進展するまで召集されなかったゲロン委員会では,それは無理だろう.

委員会は,研究は｢人間の苦しみを軽減するといった,重要な価値を包含｣しなければならな

いとする指針を打ち出した.しかしそれだけでは,そのような価値が研究の目的や動機となる

とは限らない.指針の精神と,営利目的の企業のバランスを取るには,研究成果へのアクセス

を妨げさせないことだ.医学研究が利益のみを追求するなら,医学的資源へのアクセス,まと

もな公衆衛生,世界的な公正の達成は牲しいと言わざるを得ない.

凍結陸などがもたらす課題に十分応えられない現在の財産法には,何らかの手直しが必要か

もしれない.それには,まず,科学技術の成果が従来の財産制度に収まらないと認めること

だ.そして,財産の範噂から外れたものの特許とライセンスに関して特別なルールを作る.バ

イオテクノロジーに特許を認めるのなら,その利益と恩恵の共有に取り組むべきなのだ.

[抄訳]先見.洞察.監視(釈:稲垣カザみ)

原題: Foresight, Insight, Oversig九七

筆者:グラデイス･B･ホワイト(GladysB.White)

出典: Hastings Center Report, 29 (2) : 41-42, 1999

ヒト幹細胞研究は,パーキンソン病やアルツハイマー病といった疾病の治療を大きく発展さ

せると期待される.社会が生物学研究における幹細胞の重要性を見通していたなら,研究が始

まる前に,その科学上のメリットと倫理上の是非を審査･承認する仕組みを作っていたかもし

れない.悲しいかな,米国では後手に回っている.

米国のヒト幹細胞研究の監視は,研究者を対象とする倫理指針と,研究計画の審査･承認方

法という, 2つの重要な問題を抱えている.審査･承認･監視の方法は,研究資金が公的か私

的か,研究施設が科学研究所か不妊治療施設かで違う.関係者は,審査の有無から承認団体の

性格まで,方法が多岐にわたっていると指摘する.

民間の倫理諮問委員会(臣AB)

幹細胞の商業利用のライセンスを持つバイオ企業のゲロン社が,ヒト幹細胞研究の倫理諮問



ヒト旺研究の倫理 69

委員会を招集したのは英断だ.同委員会は大風呂敷を広げるようなことはせず,国民の議論を

歓迎している.しかし,私企業の小規模な諮問委員会がヒト幹細胞研究を含め自身の研究を監

視するのは,構造的に難しい.

研究や治療の監視は第三者機関が行うことが望ましい.報酬や利害で独立性を保つ有識者か

らなるゲロン委員会のような理想的なケースですら,ゲロン社がその勧告に従う保証はない.

EABの勧告が企業の気に入らなければ公開されないかもしれないし,個々の研究者がEAB

の決定に従わなければいけない理由もない.

EABの場合,委員が主催企業と利害関係にあって形骸化する恐れがある.委員会毎に審議

は異なり,企業間に指針統一の動きが生まれ難い.ある企業では受け入れられない視点が,別

の企業では認められるかもしれない.それでも企業は,委員会がそれなりの役割を果たしたと

考えるだろう.

個別のEABに代わるものとして,企業も部分的に協力する特別パネル,つまり合同倫理委

員会が考えられる.パネルは指針を開発･公開し,研究者に指針遵守を要請する.問題は,個々

の研究計画をいつ,どのように,どのような場合に審査するかである.競合する企業がその枠

を超えて,利益にならない指針に協力するだろうか.

施設内倫理委員会(lRB)

ヒト幹細胞の研究計画がIRB (Institutional Review Bo且d)で審査されるには,出所の確

認できる細胞や肱を用いた研究であることが条件だ. IRB制度は被験者の保護を目的とする

指針に基づくからである.ゲロン委員会は,研究はEABの他に｢対象となるものを保護する

ためにIRBの審査と承認を受ける｣べきだと報告している.しかしIRBが常に関与するとは

限らないのだ.

個々の研究の質についての審査もそうだが,まず,肱の採取方法の是非を判断することが重

要だ.中絶胎児(特に流産児)の組織は,ヒト肱の内部細胞塊よりも倫理面で利用が受け入れ

られているため,肱の出所が問題となる. NIHは1994年,肱性幹細胞研究への連邦助成を認

めようとしたが, ｢提供者の合意を得て提供された,不妊の体外受精治療または臨床研究目的

の肱に限られる｣とした.結局大統領によって拒否され,正式には採択されなかったそのよう

な指針を,遵守すべきだろうか?

不妊治療施設

不妊治療施設がどの程度,ヒト幹細胞研究に関与しているかは不明だが,幹細胞の提供源に

はなっている.ヒト豚を用いた幹細胞研究のために,カップルから余った肱を提供してもらう

のか?　提供または廃棄された卵母細胞と精子を使って生体外で肱を作るのか?　不妊治療施

設での研究の中には,計画の承認も継続的な監視も受けないものもあるだろう.連邦助成を受

けない不妊治療施設の研究の場合, IRBの審査の対象外となる可能性がある.
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包括的監視

民間企業のばらばらな指針や規則,不妊治療施設でさまざまな名目で行われる研究,方針が

定まらない連邦機関.これらは幹細胞研究とそのメリットに対する国民の理解を妨げ,研究を

足踏みさせかねない.

NIHのハロルド･ヴァ-マス(Harold Varmus)所長は1999年1月,アメリカ生命倫理諮

問委員会で,以下の3点が実施されるまでヒト幹細胞研究に連邦予算は出せないと述べ

た. 1.助成対象について明確な指針を作成する. 2.現在の助成受給者に指針を周知させ

る. 3.受給者のヒト幹細胞研究を監視する行政委員会を設置する. 3.の行政委員会は,逮

邦助成を受けた幹細胞研究が指針を遵守し,受給者が肱を扱わないよう監視する.つまり,ヒ

ト幹細胞研究は当面,ヒトの旺ではなく胎児細胞を利用することが望ましいということだろ

う.

[抄訳]民間倫理委員会と国民的議論(訳:稲垣かずみ)

原題: Private Ethics Boards and Public Debate

著者:キャロル･A.タウア- (CaroIA.Tauer)

出典: Hastings Center Report, 29 (2) : 43-45, 1999

ゲロン倫理諮問委員会(Geron Ethics Advisory Board=EAB)は,企業が主催する倫理審

査委員会の活動と,倫理ガイドラインの作成における官民の相関の好例である. EABと,国

立衛生研究所(NIH)の1994年の｢ヒトの旺･受精卵研究に関する委員会｣ (Human Embryo

Research Panel=HERP,ゲロンEABの活動に最も関係が深い公的機関)の審査過程は大き

く異なるとはいえ,ゲロンEABはHERPの初期の活動抜きでは語れない.

審査過程

ゲロンEABの問題はそのタイミングである.ヒトの肱性幹細胞(hES)に関する最初のサ

イエンス誌(Science)発表は1998年11月6日だが,ゲロンEABの倫理ガイドライン声明は

同年10月20日である.発表を間近に控えた研究を承認しないのは,委員会にとって勇気がいる

ことだ.企業も,自らが設置した委員会の不承認にどう反応するだろう?委員会の異議は国民

に知らされるだろうか?

1998年11月6日放送のPBSの｢ニュースアワー｣で,ゲロン社のトーマス.オカーマ

(Thomas Okarma)研究開発担当副社長は,研究プロトコルは研究を行ったウィスコンシン

大学の施設内審査委員会(IRB)の承認を得ていると語った.ヒト肱研究やhES細胞研究に

関する連邦規制はないため,同大IRBの審査は被験者(豚のドナー)への危害を防ぐことと,

ドナーから適切なインフォームド･コンセントを得ることが中心となる.

hES研究が事前に審査されないのは重大な問題だ.連邦助成を得た研究と,連邦機関の規

制下にある研究のプロトコルは,予め倫理承認を得ることになっている.ハロルド･ヴァ-マ
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ス(Harold Varmus) NIH所長は1999年1月15日,発育したhES細胞研究の助成の延期を発

表した.

事前承認は民間の企業と研究にとって義務ではないが,倫理審査が信頼性を獲得し,企業ス

ポンサーから独立しているためには欠かせない.

第二の問題はゲロンEAB自体にある.民間企業の場合,倫理審査の公開は随意だ.一方,

HERPの会合は全て一般公開され,国民にコメントも求めた.だからこそ,政府が研究を助

成すべきだと主張する人は多い.政府が関与すれば,国民は審議に参加でき,情報を入手でき

るが,ゲロンEABのガイドラインと報告書は,本号が初公開である.

官民の交流

hES細胞研究は議論が尽くされたので倫理審査は必要ない,とゲロン社は考えたのかもし

れない. HERPは,研究に使用されるhES細胞が体外受精治療か臨床研究に由来し,ドナー

の合意の上提供されるのであれば,連邦助成を認めている.同社は,それなら研究は倫理上問

題ないと判断したのではないか.

ゲロンEABの結論は一部, HERP報告書と同じである.肱と粧盤胞の道徳的地位について

の立場は基本的に同じで,ヒトの肱は尊重すべきだが,発育の初期段階のものは｢人間の苦し

みを軽減するといった,重要な価値を包含する研究には--慎重に使用(usedwithcareH.in

researchthat incorporates substantive values such as reduction of human suffering) ｣ (ゲ

ロン報告書)することができる.不妊治療由来の月引こ限定した点もHERPと同じだし, ｢研究

および細胞系の生成への使用(forthe]'r use in research and cell line development)｣ (同上)

と明示してドナーの同意を得なければならない点も同じである.ゲロンEABが述べた,最終

的に子宮に移植する肱研究と,発育を進める研究の倫理的違いは, HERPでも強調された.

失われた機会

ゲロン報告書の巻末には検討を要する問題が列挙されているが,そのほかにもhES細胞研

究関連で見過ごされている問題がある.

道徳的地位:肱盤胞または肱と,人間-と発育する可能性のないhES細胞の道徳的地位の

区別が不明確.この区別は, hES細胞研究の連邦助成を認めたNIHの決定の基礎である.

研究用肱の生成:研究目的で肱や旺盤胞が作られる可能性が見落とされている.

HERPはこの間題で紛粧し,結局｢要審議継続研究(Research that Warrants Additional

Review)｣ (pp.79-80)に分類した.研究用豚の生成はhES細胞バンクを作る手段の1つとし

て,実際に提案されている.

IRBと監督:ドナーの同意内容のチェック方法が不明.肱提供に関し,ゲロンEABはカリ

フォルニア大学サンフランシスコ校の同意書を高く評価するが,それは審査にあたったウィス

コンシン大の同意書よりも優れているということなのか?　そもそも後者の同意書を調べたの

だろうか?　同大IRBとゲロンEABの関係は?　意見の相違はどう解決するのか?

肱研究の期限:ゲロン報告書は,肱と肱盤胞の内部細胞塊の細胞採取による発育停止以前
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に,いつ発育を終わらせるか,述べていない.受精約14日後の肱盤胞を使うというが,旋盤胞

段階には受精後4, 5日で到達し,科学者はそれから2, 3日中に内部細胞塊を分離するとみら

れる. HERPは,原条が出現した受精約14日以降の肱の研究を禁じている(pp.45-51).ゲ

ロンEABは腫発育の期限を勧告しているのか?

統一基準の制定に向けて

倫理的完全性と責任を確保し,科学進歩に対する国民の不安を軽減する上で,共通の倫理基

準の作成は不可欠だ.連邦政府がhES細胞の出所に関する倫理ガイドラインの作成に積極的

に関与することが期待される.

倫理諮問委員会を設置して成果を公開したのはゲロン社の英断だ.そして連邦ガイドライン

を採用したゲロンEABは,倫理面での官民交流の例となった. NIHが関与することで,こう

した協力がさらに発展し,科学進歩が倫理に外れないものになるだろう.

[抄訳]バイオテクノロジーの新世界秩序(釈:稲垣かずみ)

原題: The New Biotech World Order

著者:リサ･ソウル･ケイヒル(LisaSowleCahills)

出典: Hastings Center Report, 29 (2) : 45-48, 1999

ゲロン倫理諮問委員会(EAB)は,世界市場経済における負担と利益の公正な配分という,

遺伝学研究の倫理問題を敢えて取り上げ,新発見を倫理的警鐘と共に発表することが,批判を

避け,公正とアクセスを討議する上で有効とまで認めた.遺伝学研究を巡る認識と政策論争に

影響を与える貴重な見解だ.

バイオテクノロジーへの公正なアクセスは,哲学･文化･政治の根元的な問題であり,異文

化間の複雑な内省と行動が求められる.本稿では,バイオテクノロジー研究における次の3つ

の倫理的側面を取り上げる. 1)公正の概念的･哲学的定義, 2)遺伝子に関する公正,市場,

政策を巡る議論の米国における文化的文脈, 3)遺伝子治療の｢グローバルな配分とアクセス

(globaldistributionorandaccessto)｣の実際的t政治的･構造的条件,である.

公正とは?

医学資源の倫理的議論が硬直化しているのは,北米の生命倫理学者の多くが公正,自主,善

行,害をなさないことを別々の原則としているからだ.筆者は, 4原則は相互に依存するもの

で,公正は他の3原則を包含すると考える.公正とは個人の幸福と社会の幸福のバランスを取

ることだとしたのが｢公益(Common good)｣である.ゲロンEABの報告書は,公益と個人

の選択の関係をあまり論じていない.ダニエル･キャラハン(Daniel Callahan)は,生物医

学政策に関する倫理学は個人主義を聖域化し,人間の幸福といった生物医学研究の抱える問題

に取り組んでいないと懸念する1).グローバル化社会の道徳性と公益を侵害する自由と市場

への批判抜きには,グローバルな公正とアクセスは考察できない.
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文化的文脈と市場

ダニエル･フィン(DanielFinn)は道徳的市場に限界を感じ,自由は基本的ニーズ-の｢地

域社会による対応(communal provision)｣を補う働きがあると考える.ゲロンEA馴ま,地

域社会には限界があり,世界経済とバイオテクノロジーでは道徳もグローバルだと示唆する.

ライネル･ケイデイ(Linell Cady)によれば,米国政治は伝統的に個人の多様性と,地域

社会の両方を軽視しがちだという.機会の平等を重んじる米国社会では道徳的義務も平等で,

自主とインフォームド･コンセントが重視され,自由な市場活動の制限は難しい.

ゲロン報告書は公平なアクセスという理念を謳うが,バイオテクノロジーの売買がもたらす

社会関係や,公益への生物医学研究の貢献といった問題にあまり触れていない.報告書は,莱

国民の目を社会倫理と遺伝学の基本的間超に向けさせる最初の一歩ではあるが,そうした問題

はもっと幅広く話し合われるべきだ.倫理を話し合うことで生まれる｢識別(discernment) ｣

や｢判断Gudgment)｣は,道徳的関心を生むという(ウオレン･ライク, WarrenReich).

道徳的.宗教的伝統も自主や価値観,公益に配慮するきっかけになるかもしれない.ジェー

ムズ･グスタフソン(James Gustafson)は｢宗教的伝統などに一体感を感じる人が医学の道

徳性について話し合える--倫理基盤の相互作用的･弁証法的解釈(interactional-dialectical

interpetation (interpretation? ) ofa basis for ethicsH.from which persons strongly identi-

rled with a religious traditionand others can converse about medical morality｣を提案す

る.道徳的･宗教的伝統を子細に検討することで,バイオテクノロジーに対する社会の責任に

ついて新しいコンセンサスが確立され, ｢公正で公平なアクセス　Gustandequitableacces告)｣

を共通目標とする社会的価値観が生まれるだろう.

その意味で,民間の助成を受けた陸から採取された幹細胞の研究に連邦助成を認めた米国保

健社会福祉省の1999年1月の決定は,幹細胞研究の社会的重要性と倫理性を巡る国民の議論を

避けようとするもので,バイオテクノロジーの遺徳的全体像の発展は望めない.

世界的公正と世界秩序の出現

バイオテクノロジーのグローバルな構造は,その倫理分析の重要な要素ではあるが,国家に

よる医学研究や生命科学産業の管理を難しくもしている.

ジェレミ一･リフキン(Jeremy Rifkin)は,グローバルな生命科学産業が生物資源に及ぼ

す影響を指摘し,ゲロンEAB以上に異文化アプローチの重要性を説く.広範に議論し,グロー

バル･ガバナンスで協力しなければ,企業は技術の恩恵を得るだけでその利点や適格性を検討

しないというのだ.

政治科学者のジェシカ･マシューズ(Jessica Mathews)は,情報技術によって権力の分散

が進み,市場が事実上のルールを定めている現状を指摘する.マシューズは,権力の分散は公

正な世界をもたらすと期待するが,市場価値が支配的では稚しいのではないか. WHOのよう

な国際機関がもっとグローバルな組織間の調整を担うべきだが,ゲロンEAB同様,遺伝サー

ビスへの公正なアクセスを求めるだけで,依然, WHOから加盟国への上意下達の構図しか頭
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にない.

生物医学技術の売買と消費は,公平と公正の拡大にどう影響するのか.人権など深刻な問題

には異文化的･国際的･多面的アプローチが必要とされているのだから,北米の哲学者と政策

アナリストも,米国の政策よりも人間の尊厳やヒト生成物の非商品化を考察している,ユネス

コなど国際組織の医学研究方針にもっと注意を払うべきだ.

ゲロンEABは幹細胞研究における社会的公正の問題を指摘した.この間題に答えるには,

公正の拡大概念に自主を含め,市場活動の制限にもっと注意を払い, ｢国境を越えた(trans-

national)｣組織による医学研究と治療を理解する必要がある.

受付日:2000年10月3日

受理日: 2000年10月13日


